
号

外

一�
令

和

八

年

二

月
十
七
日

目

次

告

示

○
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
許
可
の
申
請

(

廃
棄
物
対
策
課)

一
ペ
ー
ジ

告

示

岐
阜
県
告
示
第
七
十
一
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
五
条
第
一

項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
し
、
当
該
申
請
に
係
る
申
請
書
及
び
生
活
環
境
影
響
調
査
書
を
縦
覧
に
供
す

る
。な

お
、
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
岐
阜
県
知
事
に
対

し
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書(

氏
名
、
住
所
、
事
業
の
名
称
及
び
意
見
を
日
本
語
に

よ
り
記
載
し
た
書
面
に
限
る
。)

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
二
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

申
請
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
清
流
パ
ワ
ー
エ
ナ
ジ
ー

代
表
取
締
役

酒
井

康
弘

岐
阜
市
笹
土
居
町
二
七
番
地

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
場
所

加
茂
郡
八
百
津
町
久
田
見
五
二
三
三
番
八

外

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

汚
泥
の
焼
却
施
設(

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令(

昭
和
四
十
六
年
政
令
第

三
百
号
。
以
下｢
令｣

と
い
う
。)

第
七
条
第
三
号
に
該
当
す
る
施
設)

廃
油
の
焼
却
施
設(

令
第
七
条
第
五
号
に
該
当
す
る
施
設)

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
焼
却
施
設(

令
第
七
条
第
八
号
に
該
当
す
る
施
設)

( ) 令和８年２月17日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
二
月
十
七
日



そ
の
他
の
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設(

令
第
七
条
第
十
三
号
の
二
に
該
当
す
る
施
設)

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

１

産
業
廃
棄
物

燃
え
殻
、
汚
泥
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類(

自
動
車
等
破
砕
物
を
除
く
。)

、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、

繊
維
く
ず
、
ゴ
ム
く
ず
、
金
属
く
ず(

付
着
物
に
限
り
、
自
動
車
等
破
砕
物
を
除
く
。)

、
ガ
ラ
ス

く
ず
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず(

工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
除
去
に
伴
っ
て
生
じ
た
も
の
を
除
く
。)

及
び
陶
磁
器
く
ず(
付
着
物
に
限
り
、
自
動
車
等
破
砕
物
を
除
く
。)

、
が
れ
き
類(

付
着
物
に
限

る
。)(

以
上
十
品
目
は
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。)

、
廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア

ル
カ
リ
、
鉱
さ
い
、
動
植
物
性
残
さ
、
動
物
系
固
形
不
要
物
、
動
物
の
ふ
ん
尿
並
び
に
動
物
の
死

体(

以
上
十
八
品
目
は
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
を
除
き
、
水
銀
含
有
ば
い
じ

ん
等(

汚
泥
に
あ
っ
て
は
水
銀
を
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
三
〇
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
て
含
有
す

る
も
の
を
除
き
、
廃
酸
及
び
廃
ア
ル
カ
リ
に
あ
っ
て
は
水
銀
を
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
三
〇
〇
ミ
リ

グ
ラ
ム
を
超
え
て
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。)
で
あ
る
も
の
を
含
む
。)

２

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

引
火
性
廃
油
、
腐
食
性
廃
酸
、
腐
食
性
廃
ア
ル
カ
リ
、
感
染
性
廃
棄
物
、
特
定
有
害
廃
油(

ト

リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
、
四
塩
化
炭
素
、
一
・
二
―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、

一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一
・
二
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
三
―
ジ
ク
ロ

ロ
プ
ロ
ペ
ン
、
ベ
ン
ゼ
ン
又
は
一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン
を
含
む
こ
と
に
よ
り
有
害
な
も
の
に
限
る
。)

、

特
定
有
害
汚
泥(

水
銀
若
し
く
は
そ
の
化
合
物
、
有
機
燐り
ん

化
合
物
、
砒ひ

素
若
し
く
は
そ
の
化
合
物
、

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
、
四
塩
化
炭
素
、
一
・

二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ン
、
一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一
・
二
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
三
―
ジ

ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン
、
チ
ウ
ラ
ム
、
シ
マ
ジ
ン
、
チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
セ
レ
ン
若
し
く

は
そ
の
化
合
物
、
一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン
又
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
こ
と
に
よ
り
有
害
な
も

の
に
限
る
。)

、
特
定
有
害
廃
酸(

水
銀
若
し
く
は
そ
の
化
合
物
、
有
機
燐
化
合
物
、
砒
素
若
し
く

は
そ
の
化
合
物
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
、
四

塩
化
炭
素
、
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
シ
ス
―
一
・
二
―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一
・
二
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ

ン
、
一
・
三
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン
、
チ
ウ
ラ
ム
、
シ
マ
ジ
ン
、
チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ
、
ベ
ン
ゼ
ン
、

セ
レ
ン
若
し
く
は
そ
の
化
合
物
、
一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン
又
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
こ
と
に

よ
り
有
害
な
も
の
に
限
る
。)

及
び
特
定
有
害
廃
ア
ル
カ
リ(

水
銀
若
し
く
は
そ
の
化
合
物
、
有

機
燐
化
合
物
、
砒
素
若
し
く
は
そ
の
化
合
物
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
、
四
塩
化
炭
素
、
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン
、
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・

一
・
二
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
三
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン
、
チ
ウ
ラ
ム
、
シ
マ
ジ
ン
、
チ

オ
ベ
ン
カ
ル
ブ
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
セ
レ
ン
若
し
く
は
そ
の
化
合
物
、
一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン
又
は
ダ

イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
こ
と
に
よ
り
有
害
な
も
の
に
限
る
。)

五

設
置
許
可
申
請
年
月
日

令
和
八
年
一
月
十
三
日

六

縦
覧
の
場
所
、
期
間
及
び
時
間

１

縦
覧
の
場
所

岐
阜
県
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
廃
棄
物
対
策
課

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
可
茂
県
事
務
所
環
境
課

美
濃
加
茂
市
古
井
町
下
古
井
二
六
一
〇
番
一

八
百
津
町
水
道
環
境
課

加
茂
郡
八
百
津
町
八
百
津
三
九
〇
三
番
地
二

２

縦
覧
の
期
間
及
び
時
間

令
和
八
年
二
月
十
七
日(

火)

か
ら
同
年
三
月
十
七
日(

火)

ま
で
の
午
前
九
時
三
十
分
か
ら

午
後
四
時
三
十
分
ま
で(

県
及
び
八
百
津
町
の
機
関
の
休
日
を
除
く
。)

七

意
見
書
の
提
出
期
間
及
び
提
出
先

１

提
出
期
間

令
和
八
年
二
月
十
七
日(

火)

か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日(

火)

ま
で
の
午
前
九
時
三
十
分
か

ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で(

県
の
機
関
の
休
日
を
除
く
。)

。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
令

和
八
年
三
月
三
十
一
日(

火)

ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
も
の
と
す
る
。

２

提
出
先

岐
阜
県
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
廃
棄
物
対
策
課(

〒
五
〇
〇
―
八
五
七
〇

岐
阜
市
薮
田
南

二
丁
目
一
番
一
号)

又
は
岐
阜
県
可
茂
県
事
務
所
環
境
課(

〒
五
〇
五
―
八
五
〇
八

美
濃
加
茂

市
古
井
町
下
古
井
二
六
一
〇
番
一)
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令
和
八
年
二
月
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


